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はじめに 

 本書は、条文中にある『ＡはＢに準用する。この場合において、Ｃ中「Ｄ」

とあるのは「Ｅ」と読み替えるものとする。』形式の読替準用条文を見やす

く書き換えたものです。 

 例：下記は法人税法第七十五条の二第十項の抜粋です。 

１０ 前条の規定は、・・について準用する。この場合において、第七十

五条第二項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から四十五日以内

」とあるのは「申告書の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、・・

」と読み替えるものとする。 

 本書はこの読替準用規定に従って、読替前後の条文を下記のように作成し

たものです。下記は抜粋です。 

【1A 読替前】第 75 条第 2 項 ←法人税法 

２ 前項の申請は、同項に規定する申告書に係る事業年度終了の日の翌日

から 45 日以内に、・・を記載した申請書をもつてしなければならない。 

 

【1B 読替後】第 75 条第 2 項 ←法人税法 

２ 前項の申請は、同項に規定する申告書の提出期限の到来する日の 15

日前までに、・・を記載した申請書をもつてしなければならない。 

  

読替準用条文集の作成対象は、知的財産法６法律（特許法、実用新案法、

意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法）と税務法６法律（法人税法、

地方税法第 3 章、所得税法、国税徴収法、消費税法、相続税法）です（2022

年 12 月現在）。 

 本書を使えば、読みにくい読替準用条文を数分の１の時間で理解できます。 

長文が多い税務法では本書の利用価値が特に高い。 

 

 条文は e-Gov 法令から取得した漢数字の条文を算用数字に変換したのち

複雑な処理をして作成したものです。校正を重ねたが、本書の使用に伴って

発生した不利益や問題について、編著者は責任を負いません。 

 

２０２２年１２月  川原英昭 
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                                   2022/12/15 弁理士 川原英昭 

 

eGOV から 2022.12.01 に取得した条文から作成した 

法人法の読替準用の条文集 

 

    ＜目次＞ 

 

【Ｎ０１】第 62 条の 7 第 3 項--------------０５ 

【Ｎ０２】第 69 条第 23 項-----------------１０ 

【Ｎ０３】第 69 条第 24 項-----------------１３ 

【Ｎ０４】第 75 条の 2 第 8 項--------------１６ 

【Ｎ０５】第 75 条の 2 第 10 項-------------１８ 

【Ｎ０６】第 80 条第 4 項------------------２０ 

【Ｎ０７】第 80 条第 5 項------------------２２ 

【Ｎ０８】第 144 条-----------------------２６ 

【Ｎ０９】第 144 条の 2 第 6 項-------------２９ 

【Ｎ１０】第 144 条の 2 第 7 項-------------３１ 

【Ｎ１１】第 144 条の 2 第 10 項------------３３ 

【Ｎ１２】第 144 条の 3 第 3 項-------------３７ 

【Ｎ１３】第 144 条の 3 第 4 項-------------４０ 

【Ｎ＊＊】第 144 条の 4 第 4 項第二号】-----４３ 

【Ｎ１４】第 144 条の 13 第 9 項------------４４ 

【Ｎ１５】第 144 条の 13 第 10 項-----------４６ 

【Ｎ１６】第 144 条の 13 第 11 項-----------４９ 

【Ｎ１７】第 145 条の 5--------------------５８ 

【Ｎ１８】第 146 条第 2 項-----------------５９ 

【Ｎ１９】第 147 条の 4 第 3 項-------------６４ 

 

 

注１ 『ＡはＢに準用する。この場合において、Ｃ中「Ｄ」とあるのは

「Ｅ」と読み替えるものとする。』の形式の読替規定の条文集です。 
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注２ 読替規定の表現は多様で、及び等で注１の基本形を変形した規定が

多い。 

 

注３ 表形式の読替規定があるときは､読替表を従前形式に変換していま

す｡従前形式とは読替規定を注 1 のような文字列で規定するものです｡  

 

注４ 読み換える条文番号を具体的に明示していない包括読替を含むもの

はこの条文集の対象外です。包括読替とは「Ａの規定はＢに準用する。こ

の場合において、第 2 節中「Ｄ」とあるのは「Ｅ」と読み替えるものとす

る。』形式のものです。包括読替は少ない。 

 

注５ 条文番号と『中「・・』の間に適用範囲を限定する「除く、限る」

がある場合、その限定を無視して読替前後の条文を作成する。例 法人税

法第 144 条の 4 第 4 項第 1 号の『第 69 条第 26 項（第 144 条の 2 第 10 項に

おいて準用する場合に限る。）中「・・』の規定は『第 69 条第 26 項中

「・・』として読替前後の条文を作成する。 

 

注６ 号の条文の読替の場合、①読み替える号番号を明記するものと、明

記せず『第 1 項中「・・」とあるのは・・』のように規定するものがある

（例．法人税法第 67 条第 6 項）。②本文は『については、次に定めるとこ

ろによる。』とし、読み替える下位の号番号を明記しないものがある（例．

法人税法第 144 条の 4 第 4 項）。これらは読替前後の条文作成ができるよう

に条文を編集している。 
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【Ｎ０１】****** 読替準用条文【法人税法 第 62 条の 7 第 3 項】****** 

 

３ 前 2 項の規定は、支配関係がある被合併法人等（被合併法人、分割法人

及び現物出資法人をいう。以下この項において同じ。）と他の被合併法人等

との間で法人を設立する特定適格組織再編成等が行われた場合（当該特定適

格組織再編成等の日の 5 年前の日、当該被合併法人等の設立の日又は当該他

の被合併法人等の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該被合併法人

等と当該他の被合併法人等との間に支配関係がある場合として政令で定め

る場合を除く。）について準用する。この場合において、 

               +++++++++ 当該ブロックの読替規定 +++++++++ 

第 1 項中「には、当該内国法人」とあるのは「には、当該特定適格組織再編

成等により設立された内国法人」と、「当該内国法人が当該支配関係法人」

とあるのは「第 3 項に規定する被合併法人等が他の被合併法人等」と、 

 

【1A 読替前】第 62 条の 7 第 1 項 ←法人税法 

第 62 条の 7 内国法人と支配関係法人（当該内国法人との間に支配関係が

ある法人をいう。）との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現

物出資法人又は被現物分配法人とする特定適格組織再編成等（適格合併若し

くは適格合併に該当しない合併で第 61 条の 11 第 1 項（完全支配関係がある

法人の間の取引の損益）の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資

又は適格現物分配のうち、第 57 条第 4 項（欠損金の繰越し）に規定する共

同で事業を行うための適格組織再編成等として政令で定めるものに該当し

ないものをいう。以下この条において同じ。）が行われた場合（当該内国法

人の当該特定適格組織再編成等の日（当該特定適格組織再編成等が残余財産

の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日）の属する事

業年度（以下この項において「特定組織再編成事業年度」という。）開始の

日の 5 年前の日、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日

のうち最も遅い日から継続して当該内国法人と当該支配関係法人との間に

支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。）には、当該内国法人

の当該特定組織再編成事業年度開始の日から同日以後 3 年を経過する日（そ

の経過する日が当該内国法人が当該支配関係法人との間に最後に支配関係

を有することとなつた日以後 5 年を経過する日後となる場合にあつては、そ
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の 5 年を経過する日）までの期間（当該期間に終了する各事業年度において

第 62 条の 9 第 1 項（非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有す

る資産の時価評価損益）、第 64 条の 11 第 1 項（通算制度の開始に伴う資産

の時価評価損益）、第 64 条の 12 第 1 項（通算制度への加入に伴う資産の時

価評価損益）又は第 64 条の 13 第 1 項（第 1 号に係る部分に限る。）（通算制

度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益）の規定の適用を受ける場合には、

当該特定組織再編成事業年度開始の日からその適用を受ける事業年度終了

の日までの期間。第 6 項において「対象期間」という。）において生ずる特

定資産譲渡等損失額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、

損金の額に算入しない。 

 

【1B 読替後】第 62 条の 7 第 1 項 ←法人税法 

第 62 条の 7 内国法人と支配関係法人（当該内国法人との間に支配関係が

ある法人をいう。）との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現

物出資法人又は被現物分配法人とする特定適格組織再編成等（適格合併若し

くは適格合併に該当しない合併で第 61 条の 11 第 1 項（完全支配関係がある

法人の間の取引の損益）の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資

又は適格現物分配のうち、第 57 条第 4 項（欠損金の繰越し）に規定する共

同で事業を行うための適格組織再編成等として政令で定めるものに該当し

ないものをいう。以下この条において同じ。）が行われた場合（当該内国法

人の当該特定適格組織再編成等の日（当該特定適格組織再編成等が残余財産

の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日）の属する事

業年度（以下この項において「特定組織再編成事業年度」という。）開始の

日の 5 年前の日、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日

のうち最も遅い日から継続して当該内国法人と当該支配関係法人との間に

支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。）には、当該特定適格

組織再編成等により設立された内国法人の当該特定組織再編成事業年度開

始の日から同日以後 3 年を経過する日（その経過する日が第 3 項に規定す

る被合併法人等が他の被合併法人等との間に最後に支配関係を有すること

となつた日以後 5 年を経過する日後となる場合にあつては、その 5 年を経過

する日）までの期間（当該期間に終了する各事業年度において第 62 条の 9

第 1 項（非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価
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評価損益）、第 64 条の 11 第 1 項（通算制度の開始に伴う資産の時価評価損

益）、第 64 条の 12 第 1 項（通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益）

又は第 64 条の 13 第 1 項（第 1 号に係る部分に限る。）（通算制度からの離脱

等に伴う資産の時価評価損益）の規定の適用を受ける場合には、当該特定組

織再編成事業年度開始の日からその適用を受ける事業年度終了の日までの

期間。第 6 項において「対象期間」という。）において生ずる特定資産譲渡

等損失額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に

算入しない。 

 

               *** 読替準用条文【法人税法 第 62 条の 7 第 3 項】*** 

               +++++++++ 当該ブロックの読替規定 +++++++++ 

第 62 条の 7 第 2 項第 1 号中「同項の支配関係法人から特定適格組織再編成

等」とあるのは「特定適格組織再編成等に係る次項に規定する被合併法人等

（次号に規定する他の被合併法人等を除く。）から当該特定適格組織再編成

等」と、「当該支配関係法人が当該内国法人」とあるのは「当該被合併法人

等が当該他の被合併法人等」と、 

 

【2A 読替前】第 62 条の 7 第 2 項第 1 号 ←法人税法 

一 前項の内国法人が同項の支配関係法人から特定適格組織再編成等によ

り移転を受けた資産（棚卸資産、当該特定適格組織再編成等の日における帳

簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。）で当該支配関

係法人が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日（次

号において「支配関係発生日」という。）の属する事業年度開始の日前から

有していたもの（これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下こ

の号において「特定引継資産」という。）の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却

その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額から特定引

継資産の譲渡、評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金

額の合計額を控除した金額 

 

【2B 読替後】第 62 条の 7 第 2 項第 1 号 ←法人税法 

一 前項の内国法人が特定適格組織再編成等に係る次項に規定する被合併

法人等（次号に規定する他の被合併法人等を除く。）から当該特定適格組織
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再編成等により移転を受けた資産（棚卸資産、当該特定適格組織再編成等の

日における帳簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。）

で当該被合併法人等が当該他の被合併法人等との間に最後に支配関係を有

することとなつた日（次号において「支配関係発生日」という。）の属する

事業年度開始の日前から有していたもの（これに準ずるものとして政令で定

めるものを含む。以下この号において「特定引継資産」という。）の譲渡、

評価換え、貸倒れ、除却その他の事由による損失の額として政令で定める金

額の合計額から特定引継資産の譲渡、評価換えその他の事由による利益の額

として政令で定める金額の合計額を控除した金額 

 

               *** 読替準用条文【法人税法 第 62 条の 7 第 3 項】*** 

               +++++++++ 当該ブロックの読替規定 +++++++++ 

第 62 条の 7 第 2 項第 2 号中「有する資産（棚卸資産、」とあるのは「特定適

格組織再編成等に係る次項に規定する他の被合併法人等から当該特定適格

組織再編成等により移転を受けた資産（棚卸資産、当該」と、「の属する事

業年度開始の日における」とあるのは「における」と、「支配関係発生日」

とあるのは「当該他の被合併法人等が支配関係発生日」と読み替えるものと

する。 

 

【3A 読替前】第 62 条の 7 第 2 項第 2 号 ←法人税法 

二 前項の内国法人が有する資産（棚卸資産、特定適格組織再編成等の日の

属する事業年度開始の日における帳簿価額が少額であるものその他の政令

で定めるものを除く。）で支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から

有していたもの（これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下こ

の号において「特定保有資産」という。）の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却

その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額から特定保

有資産の譲渡、評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金

額の合計額を控除した金額 

 

【3B 読替後】第 62 条の 7 第 2 項第 2 号 ←法人税法 

二 前項の内国法人が特定適格組織再編成等に係る次項に規定する他の被

合併法人等から当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産（棚卸
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資産、当該特定適格組織再編成等の日における帳簿価額が少額であるものそ

の他の政令で定めるものを除く。）で当該他の被合併法人等が支配関係発生

日の属する事業年度開始の日前から有していたもの（これに準ずるものとし

て政令で定めるものを含む。以下この号において「特定保有資産」という。）

の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由による損失の額として政令で

定める金額の合計額から特定保有資産の譲渡、評価換えその他の事由による

利益の額として政令で定める金額の合計額を控除した金額 
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【Ｎ０２】****** 読替準用条文【法人税法 第 69 条第 23 項】****** 

 

２３ 第 18 項及び第 19 項の規定は、通算法人（通算法人であつた内国法人

を含む。以下この項及び次項において同じ。）が合併により解散した場合又

は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。この場合において、 

               +++++++++ 当該ブロックの読替規定 +++++++++ 

第 69 条第 18 項中「の各事業年度（以下第 22 項までにおいて「対象事業年

度」という。）において、過去適用事業年度（当該対象事業年度」とあるの

は「が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合にお

いて、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適

用事業年度（最終事業年度（その合併の日の前日又はその残余財産の確定の

日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。）」と、「税

額控除額（当該対象事業年度」とあるのは「税額控除額（当該最終事業年度」

と、「超える場合には」とあるのは「超えるときは」と、「を当該対象事業年

度」とあるのは「を当該最終事業年度」と、 

 

【1A 読替前】第 69 条第 18 項 ←法人税法 

１８ 通算法人（通算法人であつた内国法人（公益法人等に該当することと

なつた内国法人を除く。）を含む。以下第 21 項までにおいて同じ。）の各事

業年度（以下第 22 項までにおいて「対象事業年度」という。）において、過

去適用事業年度（当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第

15 項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この項及び第 21 項におい

て同じ。）における税額控除額（当該対象事業年度開始の日前に開始した各

事業年度（以下この項において「対象前各事業年度」という。）において当

該過去適用事業年度に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用

があつた場合には、同項の規定により当該対象前各事業年度の法人税の額に

加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各事業年度の法

人税の額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下こ

の項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。）が過去当初申告

税額控除額（当該過去適用事業年度の第 74 条第 1 項の規定による申告書に

添付された書類に当該過去適用事業年度の第 1 項から第 3 項までの規定に

よる控除をされるべき金額として記載された金額（当該過去適用事業年度に
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ついて前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る修正申告書又は

更正に係る国税通則法第 28 条第 2 項に規定する更正通知書に添付された書

類のうち、最も新しいものに当該過去適用事業年度の第 1 項から第 3 項まで

の規定による控除をされるべき金額として記載された金額）をいう。以下こ

の項及び次項において同じ。）を超える場合には、税額控除不足額相当額（当

該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額

に相当する金額をいう。第 20 項から第 22 項までにおいて同じ。）を当該対

象事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。 

 

【1B 読替後】第 69 条第 18 項 ←法人税法 

１８ 通算法人（通算法人であつた内国法人（公益法人等に該当することと

なつた内国法人を除く。）を含む。以下第 21 項までにおいて同じ。）が合併

により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、そ

の合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用事業

年度（最終事業年度（その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属

する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。）開始の日前に開

始した各事業年度で第 15 項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下こ

の項及び第 21 項において同じ。）における税額控除額（当該最終事業年度開

始の日前に開始した各事業年度（以下この項において「対象前各事業年度」

という。）において当該過去適用事業年度に係る税額控除額につきこの項又

は次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により当該対象前各事業

年度の法人税の額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対

象前各事業年度の法人税の額から控除した金額の合計額を減算した金額を

加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」とい

う。）が過去当初申告税額控除額（当該過去適用事業年度の第 74 条第 1 項の

規定による申告書に添付された書類に当該過去適用事業年度の第 1 項から

第 3 項までの規定による控除をされるべき金額として記載された金額（当該

過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に

係る修正申告書又は更正に係る国税通則法第 28 条第 2 項に規定する更正通

知書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用事業年度の第

1 項から第 3 項までの規定による控除をされるべき金額として記載された金

額）をいう。以下この項及び次項において同じ。）を超えるときは、税額控
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除不足額相当額（当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除

額を控除した金額に相当する金額をいう。第 20 項から第 22 項までにおいて

同じ。）を当該最終事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。 

 

               *** 読替準用条文【法人税法 第 69 条第 23 項】*** 

               +++++++++ 当該ブロックの読替規定 +++++++++ 

第 69 条第 19 項中「の対象事業年度において」とあるのは「が合併により解

散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日

以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に」と、「場合には、当該対象

事業年度」とあるのは「ときは、最終事業年度」と読み替えるものとする。 

 

【2A 読替前】第 69 条第 19 項 ←法人税法 

１９ 通算法人の対象事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後

過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の所得に対する法人税

の額は、第 66 条第 1 項から第 3 項まで及び第 6 項の規定にかかわらず、こ

れらの規定により計算した法人税の額に、税額控除超過額相当額（当該過去

当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当

する金額をいう。次項から第 22 項までにおいて同じ。）を加算した金額とす

る。 

 

【2B 読替後】第 69 条第 19 項 ←法人税法 

１９ 通算法人が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定

した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日

以後に過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超えるときは、最

終事業年度の所得に対する法人税の額は、第 66 条第 1 項から第 3 項まで及

び第 6 項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、

税額控除超過額相当額（当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税

額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項から第 22 項までにお

いて同じ。）を加算した金額とする。 

 

-----以下省略----- 


